
６建政技第153号 

                             令和６年（2024年）９月10日  

  

長野県建設産業団体連合会長   

                                様 

長 野 県 建 設 業 協 会 長     

 

長 野 県 建 設 部 長      

                        （公共事業労務費調査担当部長）   

 

 

令和６年度公共事業労務費調査への協力について（依頼） 

 

 

 県の建設行政につきまして、日頃からご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 今年度も公共事業労務費調査を実施しますので、調査の趣旨をご理解いただいた上で、ご協力

をいただきますようお願い申し上げます。  

 調査対象企業には、別添（写）のとおり調査への協力依頼をしましたので、ご了承ください。 

  なお、今年度についても、例年実施されていた調査対象企業への説明会については、実施され

ないため、国土交通省のホームページより説明資料をご確認ください。 

 

 
記 

 

 

１ 対象工事   計  100 箇所 
 

 

 

 （問合せ先） 
担 当  建設政策課技術管理室 

（班長）小西、（担当）入戸 
電 話  代表０２６－２３２－０１１１ 

内線３３４５ 
メール  gijukan-kijunshido@pref.nagano.lg.jp 

 

 



                                           

６建政技第153号  

                             令和６年（2024年）９月10日  

 

調 査 対 象 工 事 受 注 者  様 

 

                               長 野 県 建 設 部 長 

                           （公共事業労務費調査担当部長）  

  

令和６年度公共事業労務費調査への協力について（依頼） 

 

 県の建設行政につきまして、日頃からご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 このたび、貴社の受注工事が、別添「令和６年度公共事業労務費調査の協力についてのお願い」のと

おり、令和６年度公共事業労務費調査の調査対象として選定されました。 

 つきましては、10月に当該現場で作業を行う全ての会社（下請け含む）において、下記に記載したホ

ームページから調査票様式及び手引きをダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、11月に行

う１次審査に貴社及び調査対象となる下請け会社のご協力をお願いします。 

  なお、今年度におきましては、オンライン調査（9月17日以降利用開始予定となるシステム利用）

と書面調査（書面送付と聞き取り）の双方の対応を可能といたします。オンライン調査対象工事

については、監督員より連絡させていただきます。 

また、例年実施されていた調査対象企業への説明会については実施されないため、国土交通省

のホームページより説明資料をご確認ください。 

  

記 

１ 調査票様式及び手引き、説明資料等保存先URL（裏面参照） 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html 

 

２ １次審査日程 

11月に実施予定 

（詳細な審査方法や日程等は別途お知らせします） 

 

３ その他 

(1) 調査票等のダウンロード方法や記入等について、不明な点がありましたら、以下までお問い合

わせをお願いします。 

  【お問い合わせ先】 

   株式会社 東京商工リサーチ 長野支店  電話026-224-8844 

（2） 別途監督員から、対象企業名簿の作成及び施工体系図の提出を依頼しますので、ご理解ご協力

お願いします。なお、オンライン対象工事の元請け会社におかれましては、システム利用開始後、

資料のアップロードをお願いいたしますが、後日別途案内いたしますので、資料作成のご準備を

していただくようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 （問合せ先） 
担 当  建設政策課技術管理室 

（班長）小西、（担当）入戸 
電 話  代表０２６－２３２－０１１１ 

内線３３４５ 
メール  gijukan-kijunshido@pref.nagano.lg.jp 

 

写 



 

 

 

 

調査の手引き等のインターネットを通じた配付について 
 

 

 

（１）「公共事業労務費調査の手引き」及び「調査票様式」は、以下の方法によりインターネッ

トを通じて入手することができますので、予め調査内容を確認するようお願いいたします。 

   なお、元請業者の方は、下請企業の方に対して入手方法の周知をお願いいたします。 

 

 

（２）入手方法 

  ●「労務費調査について」で検索して下さい。 

  または、 

  ●国土交通省のトップページ https://www.mlit.go.jp/ 

   ＞ 土地・不動産・建設業（ページ中央右部「政策情報・分野別一覧」内） 

   ＞ 労働・資材対策（ページ中央右部「建設業関係」内） 

   ＞ 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について 

   ＞ 公共事業労務費調査（令和５年度10月調査）のご案内 

    の順にアクセスしてください。 

   参考：ＵＲＬ 

    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html  

 

 

  「公共事業労務費調査（令和５年10月）にご案内」のページから、以下のデータをダウンロ

ードできます。 

   ・「調査票様式」（Excel形式） 

   ・「公共事業労務費調査の手引き」（PDF形式） 

   ・「早見表」（PDF形式） 

   ・「手当の逆引き」（PDF形式） 

   ・「FAQ」（PDF形式）     等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面 
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